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◎新潟県告示第783号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに 

永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項に 

おいてその例によるものとされた生活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり

変更した旨の届出があった。 

平成27年５月19日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業所の名称 事業所の所在地 変更事項 変更年月日

旧 新 

阿賀町地域包括支援

センター 

東蒲原郡阿賀町鹿瀬

8931番地１ 

東蒲原郡阿賀町向鹿瀬

1154番地 

東蒲原郡阿賀町鹿瀬

8931番地１ 

H26.４.１ 

南魚沼市地域包括支

援センター 

南魚沼市六日町180番

地１ 

南魚沼市六日町地域包

括支援センター 

南魚沼市地域包括支

援センター 

H27.４.１ 

ヘルパーセンターコロ

ネットとおかまち 

十日町市高田町２丁

目279番地21 

十日町市子279番地21 十日町市高田町２丁目

279番地21 

H27.４.１ 

デイサービスコロネッ

トとおかまち 

十日町市高田町２丁

目100番地35 

十日町市泉100番地35 十日町市高田町２丁目

100番地35 

H27.４.１ 

コロネットとおかまち 十日町市高田町２丁

目279番地21 

十日町市子279番地21 十日町市高田町２丁目

279番地21 

H27.４.１ 

株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション長

岡店 

長岡市高見町549番地

１ 

あるぷす長岡店 株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション長

岡店 

H27.４.１ 

株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション県

央店 

三条市須頃１丁目８

番 

あるぷす県央店 株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション県

央店 

H27.４.１ 

株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション十

日町店 

十日町市春日11番地

１ 

あるぷす十日町店 株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション十

日町店 

H27.４.１ 

株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション南

魚沼店 

南魚沼市六日町801－

９ 

あるぷす南魚沼店 株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション南

魚沼店 

H27.４.１ 

株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション柏

崎店 

柏崎市長浜町１番40

号 

あるぷす柏崎店 株式会社アルプスビジ

ネスクリエーション柏

崎店 

H27.４.１ 

デイサービスセンター

春日和 船越 

五泉市船越973-48 デイサービスセンター

和楽久 船越 

デイサービスセンター

春日和 船越 

H27.４.１ 

 


